
告　　　　　示
福井県告示第１４１号

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２の規定により指定介護機関から
その業務を廃止する旨の届出があったので、同法第５５条の３の規定により、次のとおり
告示する。
　　令和８年３月２４日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人

　　　目　　次　　　
（※は県例規集登載事項）

告　示

〇生活保護法等の規定による指定介護機関の廃止（１４１・地域福祉課）
〇国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金

及び標準保険料率に関する省令第１０条等に規定する知事が定める数（１４２・
健康政策課）

※旅館業法施行条例第４条第１項第６号の規定に基づき知事が定める施設の改正に
ついて（１４３・医薬食品・衛生課）

〇県営土地改良事業の計画の決定および関係書類の縦覧（１４４・農村振興課）
〇道路の供用の開始（１４５、１４６・道路保全課）
〇嶺北北部都市計画及び福井都市計画下水道事業の変更の認可（１４７・河川課）
〇高潮浸水想定区域の指定（１４８・砂防防災課）
〇都市計画の変更案の縦覧（１４９・都市計画課）

訓　令

教育委員会訓令

警察本部訓令

※福井県公益認定等委員会庶務規程の一部を改正する訓令（情報公開・法制課）
公　告

〇政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者の決
定（財産活用課）

〇公共測量の終了（土木管理課）
〇基本測量の終了（同）
〇指定管理者の指定（建築住宅課）

教育委員会教育長訓令

※許認可事務の処理日数に関する規程の一部を改正する訓令（１）
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指定介護機関
番号 サービスの種類 届出事項 名称 廃止年月日 介護機関住所

1892400282 小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護 廃止 小規模多機能ホーム　みさき 令和 8 年 3 月 31 日 〒９１９－１４５２

福井県三方上中郡若狭町神子１３－３－２

　──────────────────────────────────────
福井県告示第１４２号

　国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標
準保険料率に関する省令（平成２９年厚生労働省令１１１号。以下「省令」という。）第
１０条、第１６条、第２５条および第２５条の８ならびに福井県国民健康保険条例（平成
２９年福井県条例第３０号。以下「条例」という。）第１０条、第１２条、第１４条、第
１５条、第１７条、第１８条、第２０条、第２１条および第２３条に規定する知事が定め
る数を次のとおり定め、令和８年４月１日から施行する。
　なお、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率
に関する省令第１０条等に規定する知事が定める数（令和７年福井県告示第９８号）は、
令和８年３月３１日をもって廃止する。
　　令和８年３月２４日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　省令第１０条の規定に基づき、知事が定める一般納付金基礎額調整係数
　　０．９８７８９７１１１０６１２
２　省令第１６条の規定に基づき、知事が定める後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係　
　数
　　０．９９９９９９９９７４７０９
３　省令第２５条の規定に基づき、知事が定める介護納付金納付金基礎額調整係数
　　０．９９９９９９９９３０８３９
４　省令第２５条の８の規定に基づき、知事が定める子ども・子育て支援納付金納付金基
　礎額調整係数
　　０．９９９９９９９４８１７０１
５　条例第１０条の規定に基づき、知事が定める医療費指数反映係数
　　０．５
６　条例第１２条の規定に基づき、知事が定める一般納付金所得係数
　　１．０２３７４０８０９８４０９
７　条例第１４条の規定に基づき、知事が定める一般納付金被保険者均等割指数
　　０．７
８　条例第１５条の規定に基づき、知事が定める後期高齢者支援金等納付金所得係数
　　１．０２１０７５０８９５９６２
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９　条例第１７条の規定に基づき、知事が定める後期高齢者支援金等納付金被保険者均等　
　割指数
　　０．７
１０　条例第１８条の規定に基づき、知事が定める介護納付金納付金所得係数
　　　１．０８０１７３３７８９１８１
１１　条例第２０条の規定に基づき、知事が定める介護納付金納付金被保険者均等割指数
　　　０．７
１２　条例第２１条の規定に基づき、知事が定める子ども・子育て支援納付金納付金所得
　　係数
　　　１．０２３７４０８０９８４０９
１３　条例第２３条の規定に基づき、知事が定める子ども・子育て支援納付金納付金被保
　　険者均等割指数
　　　０．７

福井県告示第１４３号 

 旅館業法施行条例第４条第１項第６号の規定に基づき知事が定める施設（令和６年福井県告示第１１４号）を次のように改正する。 

  令和８年３月２４日 

      福井県知事 石田 嵩人 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
   

施設の種類 施設の名称 所在地 

青少年教育施

設 

（略） （略） 

大野市青少年教育センタ

ー 

（略） 

池田町わんぱく冒険の森 池田町志津原 

専修学校 （略） （略） 

社会体育施設 （略） （略） 

福井県立ホッケー場 （略） 

福井県立久々子湖漕
そう

艇場 三方郡美浜町久々子２９―６―１ 

敦賀市武道館 （略） 

（略） （略） 

大野市九頭竜国民休養地

施設 

（略） 

  

  

天狗岩ファミリーパーク （略） 

（略） （略） 

鯖江市北中山体育館 （略） 

  

神中公園テニスコート （略） 

（略） （略） 

あわら市柿原グラウンド （略） 

  

 

施設の種類 施設の名称 所在地 

青少年教育施

設 

（略） （略） 

大野市青少年教育センタ

ー 

（略） 

  

専修学校 （略） （略） 

社会体育施設 （略） （略） 

福井県立ホッケー場 （略） 

福井県立艇庫 三方郡美浜町久々子２９―６―１ 

敦賀市武道館 （略） 

（略） （略） 

大野市九頭竜国民休養地

施設 

（略） 

大野市和泉体育館 大野市上大納３８―１６ 

大野市和泉グランド 大野市川合９―９ 

天狗岩ファミリーパーク （略） 

（略） （略） 

鯖江市北中山体育館 （略） 

鯖江市尾花キャンプ場 鯖江市尾花町 

神中公園テニスコート （略） 

（略） （略） 

あわら市柿原グラウンド （略） 

あわら市剱岳グラウンド あわら市鎌谷１１字２１番地 

　───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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福井県告示第１４３号 

 旅館業法施行条例第４条第１項第６号の規定に基づき知事が定める施設（令和６年福井県告示第１１４号）を次のように改正する。 

  令和８年３月２４日 

      福井県知事 石田 嵩人 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
   

施設の種類 施設の名称 所在地 

青少年教育施

設 

（略） （略） 

大野市青少年教育センタ

ー 

（略） 

池田町わんぱく冒険の森 池田町志津原 

専修学校 （略） （略） 

社会体育施設 （略） （略） 

福井県立ホッケー場 （略） 

福井県立久々子湖漕
そう

艇場 三方郡美浜町久々子２９―６―１ 

敦賀市武道館 （略） 

（略） （略） 

大野市九頭竜国民休養地

施設 

（略） 

  

  

天狗岩ファミリーパーク （略） 

（略） （略） 

鯖江市北中山体育館 （略） 

  

神中公園テニスコート （略） 

（略） （略） 

あわら市柿原グラウンド （略） 

  

 

施設の種類 施設の名称 所在地 

青少年教育施

設 

（略） （略） 

大野市青少年教育センタ

ー 

（略） 

  

専修学校 （略） （略） 

社会体育施設 （略） （略） 

福井県立ホッケー場 （略） 

福井県立艇庫 三方郡美浜町久々子２９―６―１ 

敦賀市武道館 （略） 

（略） （略） 

大野市九頭竜国民休養地

施設 

（略） 

大野市和泉体育館 大野市上大納３８―１６ 

大野市和泉グランド 大野市川合９―９ 

天狗岩ファミリーパーク （略） 

（略） （略） 

鯖江市北中山体育館 （略） 

鯖江市尾花キャンプ場 鯖江市尾花町 

神中公園テニスコート （略） 

（略） （略） 

あわら市柿原グラウンド （略） 

あわら市剱岳グラウンド あわら市鎌谷１１字２１番地 

 越前市みどりと自然の村 （略） 

（略） （略） 

越前市もやいの郷・農楽

園運動広場 

（略） 

八ツ杉森林学習センター 越前市別印町１９―１―１ 

しらやまいこい館 越前市都辺町３６－８４ 

池ノ上森林スポーツ林道 越前市池ノ上町 

金華山グリーンランド 越前市米口町 

坂井市海浜自然公園 （略） 

（略） （略） 

丸岡フィットネスセンタ

ー 

（略） 

  

春江Ｂ＆Ｇ海洋センター （略） 

春江東グラウンド （略） 

 

 

 

春江北グラウンド （略） 

（略） （略） 

 坂井グラウンド （略） 

 

 

 

坂井武道館 （略） 

（略） （略） 

池田町民体育館 （略） 

  

菅生グラウンド （略） 

（略） （略） 

萩野グラウンド （略） 

 越前市みどりと自然の村 （略） 

（略） （略） 

越前市もやいの郷・農楽

園運動広場 

（略） 

  

  

  

  

坂井市海浜自然公園 （略） 

（略） （略） 

丸岡フィットネスセンタ

ー 

（略） 

江留上公園グラウンド 坂井市春江町江留上錦２０７ 

春江Ｂ＆Ｇ海洋センター （略） 

春江東グラウンド （略） 

春江ゲートボール場 坂井市春江町随応寺２０―３０―

１ 

春江北グラウンド （略） 

（略） （略） 

 坂井グラウンド （略） 

坂井屋内スポーツセンタ

ー 

坂井市坂井町上新庄１４―２―３ 

坂井武道館 （略） 

（略） （略） 

池田町民体育館 （略） 

冠山青少年旅行村 今立郡池田町志津原 

菅生グラウンド （略） 

（略） （略） 

萩野グラウンド （略） 
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 越前市みどりと自然の村 （略） 

（略） （略） 

越前市もやいの郷・農楽

園運動広場 

（略） 

八ツ杉森林学習センター 越前市別印町１９―１―１ 

しらやまいこい館 越前市都辺町３６－８４ 

池ノ上森林スポーツ林道 越前市池ノ上町 

金華山グリーンランド 越前市米口町 

坂井市海浜自然公園 （略） 

（略） （略） 

丸岡フィットネスセンタ

ー 

（略） 

  

春江Ｂ＆Ｇ海洋センター （略） 

春江東グラウンド （略） 

 

 

 

春江北グラウンド （略） 

（略） （略） 

 坂井グラウンド （略） 

 

 

 

坂井武道館 （略） 

（略） （略） 

池田町民体育館 （略） 

  

菅生グラウンド （略） 

（略） （略） 

萩野グラウンド （略） 

 越前市みどりと自然の村 （略） 

（略） （略） 

越前市もやいの郷・農楽

園運動広場 

（略） 

  

  

  

  

坂井市海浜自然公園 （略） 

（略） （略） 

丸岡フィットネスセンタ

ー 

（略） 

江留上公園グラウンド 坂井市春江町江留上錦２０７ 

春江Ｂ＆Ｇ海洋センター （略） 

春江東グラウンド （略） 

春江ゲートボール場 坂井市春江町随応寺２０―３０―

１ 

春江北グラウンド （略） 

（略） （略） 

 坂井グラウンド （略） 

坂井屋内スポーツセンタ

ー 

坂井市坂井町上新庄１４―２―３ 

坂井武道館 （略） 

（略） （略） 

池田町民体育館 （略） 

冠山青少年旅行村 今立郡池田町志津原 

菅生グラウンド （略） 

（略） （略） 

萩野グラウンド （略） 

糸生体育館 丹生郡越前町小倉８８－２２ 

アクティブランド体育館 丹生郡越前町厨７１－３２６－１ 

常磐体育館 丹生郡越前町青野２０－９ 

四ヶ浦体育館 丹生郡越前町小樟４２－１７５ 

萩野体育館 丹生郡越前町細野７３－２３ 

美浜町総合運動公園 （略） 

（略） （略） 

へき地保育所 （略） （略） 

内浦保育所 （略） 

  

児童相談所 （略） （略） 

青少年ホーム 鯖江市ユーカルさばえ 鯖江市水落町２丁目２４―２ 

働く婦人の家 （略） （略） 

公園 （略） （略） 

旭公園 （略） 

莇生野公園 敦賀市萩野町 

粟野南第１公園 （略） 

（略） （略） 

舞崎第２公園 （略） 

松島第４公園 敦賀市新松島町 

松島第６公園 敦賀市新松島町 

三島公園 敦賀市三島町１丁目 

三島第２公園 （略） 

石蔵公園 敦賀市岡山町 

大島公園 （略） 

山泉公園 （略） 

青井第一公園 小浜市青井２号５８番 

青井第二公園 小浜市青井１９号３４番 

中央公園 小浜市大手町１２号１番 

  

  

  

  

  

美浜町総合運動公園 （略） 

（略） （略） 

へき地保育所 （略） （略） 

内浦保育所 （略） 

岬保育所 三方上中郡若狭町小川１２―１ 

児童相談所 （略） （略） 

青少年ホーム 鯖江市勤労青少年ホーム 鯖江市水落町２丁目２４―２ 

働く婦人の家 （略） （略） 

公園 （略） （略） 

旭公園 （略） 

莇生野公園 敦賀市莇生野 

粟野南第１公園 （略） 

（略） （略） 

舞崎第２公園 （略） 

松島第４公園 敦賀市松島 

松島第６公園 敦賀市松島 

三島公園 敦賀市三島 

三島第２公園 （略） 

石蔵公園 敦賀市道口 

大島公園 （略） 

山泉公園 （略） 

青井第一公園 小浜市青井 

青井第二公園 小浜市青井 
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遠敷第四公園 小浜市遠敷１丁目３０１番他 

遠敷第五公園 小浜市遠敷３丁目３０４番 

遠敷第三公園 小浜市遠敷６丁目５０２番１ 

遠敷第二公園 小浜市遠敷８丁目２０２番 

遠敷第一公園 小浜市遠敷１０丁目７０４番 

小浜公園 小浜市小浜香取８１号１番 

三の堀公園 小浜市小浜清滝１００番 

西部児童公園 小浜市小浜白鳥２５番 

台場浜公園 小浜市川崎２丁目７番１他 

千種公園 小浜市千種２丁目１６号７３番 

内浜田公園 小浜市松ヶ崎２丁目８０５番 

松ケ崎公園 小浜市松ヶ崎２丁目２０１番 

北公園 小浜市水取２丁目６００番 

南公園 小浜市水取３丁目５００番 

湊公園 小浜市水取４丁目６００番 

南川第一公園 小浜市南川町１８番 

南川第二公園 小浜市南川町１２５番 

東公園 小浜市四谷町２０号３１・３２番 

四谷公園 小浜市四谷町２０号３番 

義景公園 （略） 

（略） （略） 

東中野公園 （略） 

中ノ堂公園 大野市中挾２丁目１０４、他５筆 

きよたき公園 （略） 

（略） （略） 

東公園 （略） 

ゆうゆうパークあわら あわら市二面３２字２１番地 

二面１号公園 （略） 

（略） （略） 

遠敷第四公園 小浜市遠敷２丁目 

遠敷第五公園 小浜市遠敷３丁目 

遠敷第三公園 小浜市遠敷６丁目 

遠敷第二公園 小浜市遠敷８丁目 

遠敷第一公園 小浜市遠敷１０丁目 

小浜公園 小浜市小浜香取 

三の堀公園 小浜市小浜清滝 

西部児童公園 小浜市小浜白鳥 

台場浜公園 小浜市川崎２丁目 

千種公園 小浜市千種２丁目 

内浜田公園 小浜市松ケ崎２丁目 

松ケ崎公園 小浜市松ケ崎２丁目 

北公園 小浜市水取２丁目 

南公園 小浜市水取３丁目 

湊公園 小浜市水取４丁目 

南川第一公園 小浜市南川町 

南川第二公園 小浜市南川町 

東公園 小浜市四谷町 

四谷公園 小浜市四谷町 

義景公園 （略） 

（略） （略） 

東中野公園 （略） 

中ノ堂公園 大野市中挟２丁目３０１ 

きよたき公園 （略） 

（略） （略） 

東公園 （略） 

芦原児童公園 あわら市二面３２字６―２ 

二面１号公園 （略） 

（略） （略） 

二面３号公園 （略） 

温泉発祥地公園 あわら市堀江十楽１字２８―１ 

新街区公園 あわら市市姫４丁目１００９ 

住吉街区公園 あわら市大溝２丁目１１０１ 

新用街区公園 あわら市大溝３丁目６０１ 

クレヨンランドかなづ （略） 

（略） （略） 

坂ノ下児童公園 （略） 

若葉台街区公園 あわら市花乃杜３丁目３００１ 

向山児童公園 （略） 

（略） （略） 

春日児童公園 （略） 

昭和公園 あわら市矢地４０字８４―１ 

汀児童公園 （略） 

（略） （略） 

越前市文京公園 （略） 

  

越前市錦公園 （略） 

（略） （略） 

越前市妙法寺公園 （略） 

越前市常久徳神遺跡公園 越前市常久町 

越前市向が丘公園 （略） 

（略） （略） 

越前市不老公園 （略） 

越前市和紙の里公園 越前市大滝町、岩本町 

 

越前市小次郎公園 （略） 

（略） （略） 

宮領公園 （略） 

二面３号公園 （略） 

温泉発祥地公園 あわら市堀江十楽１字２８ 

新街区公園 あわら市市姫４丁目 

住吉街区公園 あわら市大溝２丁目 

新用街区公園 あわら市大溝３丁目 

クレヨンランドかなづ （略） 

（略） （略） 

坂ノ下児童公園 （略） 

若葉台街区公園 あわら市花乃杜３丁目 

向山児童公園 （略） 

（略） （略） 

春日児童公園 （略） 

昭和公園 あわら市矢地４０字 

汀児童公園 （略） 

（略） （略） 

越前市文京公園 （略） 

越前市八ツ杉自然公園 越前市別印町 

越前市錦公園 （略） 

（略） （略） 

越前市妙法寺公園 （略） 

越前市常久徳神遺跡公園 越前市妙法寺町 

越前市向が丘公園 （略） 

（略） （略） 

越前市不老公園 （略） 

越前市越前和紙の里公園 越前市大滝町、岩本町、新在家町

、定友町 

越前市小次郎公園 （略） 

（略） （略） 

宮領公園 （略） 

糸生体育館 丹生郡越前町小倉８８－２２ 

アクティブランド体育館 丹生郡越前町厨７１－３２６－１ 

常磐体育館 丹生郡越前町青野２０－９ 

四ヶ浦体育館 丹生郡越前町小樟４２－１７５ 

萩野体育館 丹生郡越前町細野７３－２３ 

美浜町総合運動公園 （略） 

（略） （略） 

へき地保育所 （略） （略） 

内浦保育所 （略） 

  

児童相談所 （略） （略） 

青少年ホーム 鯖江市ユーカルさばえ 鯖江市水落町２丁目２４―２ 

働く婦人の家 （略） （略） 

公園 （略） （略） 

旭公園 （略） 

莇生野公園 敦賀市萩野町 

粟野南第１公園 （略） 

（略） （略） 

舞崎第２公園 （略） 

松島第４公園 敦賀市新松島町 

松島第６公園 敦賀市新松島町 

三島公園 敦賀市三島町１丁目 

三島第２公園 （略） 

石蔵公園 敦賀市岡山町 

大島公園 （略） 

山泉公園 （略） 

青井第一公園 小浜市青井２号５８番 

青井第二公園 小浜市青井１９号３４番 

中央公園 小浜市大手町１２号１番 

  

  

  

  

  

美浜町総合運動公園 （略） 

（略） （略） 

へき地保育所 （略） （略） 

内浦保育所 （略） 

岬保育所 三方上中郡若狭町小川１２―１ 

児童相談所 （略） （略） 

青少年ホーム 鯖江市勤労青少年ホーム 鯖江市水落町２丁目２４―２ 

働く婦人の家 （略） （略） 

公園 （略） （略） 

旭公園 （略） 

莇生野公園 敦賀市莇生野 

粟野南第１公園 （略） 

（略） （略） 

舞崎第２公園 （略） 

松島第４公園 敦賀市松島 

松島第６公園 敦賀市松島 

三島公園 敦賀市三島 

三島第２公園 （略） 

石蔵公園 敦賀市道口 

大島公園 （略） 

山泉公園 （略） 

青井第一公園 小浜市青井 

青井第二公園 小浜市青井 

中央公園 小浜市大手町 
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江留上公園 坂井市春江町江留上錦２０７ 

西公園 （略） 

（略） （略） 

東公園 （略） 

松岡公園 永平寺町松岡室第７２号１番地１ 

朝日中央公園 （略） 

（略） （略） 

安土山公園 （略） 

 脇坂うみぞら公園 大飯郡高浜町西三松 
 

  

西公園 （略） 

（略） （略） 

東公園 （略） 

  

朝日中央公園 （略） 

（略） （略） 

安土山公園 （略） 

   
   

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。ただし、表の改正規定（「福井県立艇庫」を「福井県立久々子湖漕
そう

艇場」に改める部分に限る。）については、令和

８年７月１日から施行する。 

二面３号公園 （略） 

温泉発祥地公園 あわら市堀江十楽１字２８―１ 

新街区公園 あわら市市姫４丁目１００９ 

住吉街区公園 あわら市大溝２丁目１１０１ 

新用街区公園 あわら市大溝３丁目６０１ 

クレヨンランドかなづ （略） 

（略） （略） 

坂ノ下児童公園 （略） 

若葉台街区公園 あわら市花乃杜３丁目３００１ 

向山児童公園 （略） 

（略） （略） 

春日児童公園 （略） 

昭和公園 あわら市矢地４０字８４―１ 

汀児童公園 （略） 

（略） （略） 

越前市文京公園 （略） 

  

越前市錦公園 （略） 

（略） （略） 

越前市妙法寺公園 （略） 

越前市常久徳神遺跡公園 越前市常久町 

越前市向が丘公園 （略） 

（略） （略） 

越前市不老公園 （略） 

越前市和紙の里公園 越前市大滝町、岩本町 

 

越前市小次郎公園 （略） 

（略） （略） 

宮領公園 （略） 

二面３号公園 （略） 

温泉発祥地公園 あわら市堀江十楽１字２８ 

新街区公園 あわら市市姫４丁目 

住吉街区公園 あわら市大溝２丁目 

新用街区公園 あわら市大溝３丁目 

クレヨンランドかなづ （略） 

（略） （略） 

坂ノ下児童公園 （略） 

若葉台街区公園 あわら市花乃杜３丁目 

向山児童公園 （略） 

（略） （略） 

春日児童公園 （略） 

昭和公園 あわら市矢地４０字 

汀児童公園 （略） 

（略） （略） 

越前市文京公園 （略） 

越前市八ツ杉自然公園 越前市別印町 

越前市錦公園 （略） 

（略） （略） 

越前市妙法寺公園 （略） 

越前市常久徳神遺跡公園 越前市妙法寺町 

越前市向が丘公園 （略） 

（略） （略） 

越前市不老公園 （略） 

越前市越前和紙の里公園 越前市大滝町、岩本町、新在家町

、定友町 

越前市小次郎公園 （略） 

（略） （略） 

宮領公園 （略） 
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　──────────────────────────────────────
福井県告示第１４４号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第７項の規定に基づき、県営土
地改良事業（中名田地区　区画整理（経営体育成基盤整備（ほ場））事業）について土地
改良事業計画を定めたので、同条で準用する第８７条第５項の規定により公告し、関係書
類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、この計画については、同条で準用する第８７条第６項の規定に基づき、縦覧期間
満了の日の翌日から起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができ
る。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づきこの計画が定められたこと（審査請求をした
場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算し
て６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事と
なる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第２項
の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは、原
則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年３月２４日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年３月２４日から令和８年４月２１日まで
３　縦覧に供する場所
　　小浜市経済産業部農林水産課
　　小浜市経済産業部農林水産課ホームページ
　──────────────────────────────────────
福井県告示第１４５号

江留上公園 坂井市春江町江留上錦２０７ 

西公園 （略） 

（略） （略） 

東公園 （略） 

松岡公園 永平寺町松岡室第７２号１番地１ 

朝日中央公園 （略） 

（略） （略） 

安土山公園 （略） 

 脇坂うみぞら公園 大飯郡高浜町西三松 
 

  

西公園 （略） 

（略） （略） 

東公園 （略） 

  

朝日中央公園 （略） 

（略） （略） 

安土山公園 （略） 

   
   

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。ただし、表の改正規定（「福井県立艇庫」を「福井県立久々子湖漕
そう

艇場」に改める部分に限る。）については、令和

８年７月１日から施行する。 
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計画及び福井都市計画下水道事業の変更を認可する旨の近畿地方整備局告示があったの
で、同法第６６条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和８年３月２４日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　都市計画事業の種類および名称

昭和５３年建設省告示第２９８号嶺北北部都市計画及び福井都市計画下水道事業九頭
竜川流域下水道（竹田川処理区）

２　施行者の名称
　　福井県
３　事業所の所在地
　　福井市大手３丁目１７番１号
４　事業地の所在　　
　　収用の部分　変更なし
　　使用の部分　なし
　──────────────────────────────────────
福井県告示第１４８号

　水防法（昭和２４年法律第１９３号。以下「法」という。）第１４条の３第１項、水防
法施行規則（平成１２年建設省令第４４号。以下「規則」という。）第７条の２および第
８条の規定に基づき高潮浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深および浸水の継続
時間について、法第１４条の３第３項および規則第９条第１項の規定に基づき次のとおり
告示する。

令和８年３月２４日
福井県知事　石田　嵩人

　一般県道福井森田丸岡線の下記区間において、道路改良工事に伴い道路の供用を開始す
るので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり
公示する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および福井土木事務所において、令和８年３月
２４日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和８年３月２４日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
道
路
種
別

路
線
名

供用開始の区間 供用開始の期日

一
般
県
道

福
井
森
田
丸
岡
線

福井市栗森２丁目４２番から
福井市栗森２丁目６４番まで

令和８年
３月２４日

　──────────────────────────────────────
福井県告示第１４６号

　一般県道福井森田丸岡線の下記区間において、道路改良工事に伴い道路の供用を開始す
るので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のとおり
公示する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および三国土木事務所において、令和８年３月
２４日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和８年３月２４日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
道
路
種
別

路
線
名

供用開始の区間 供用開始の期日

一
般
県
道

福
井
森
田
丸
岡
線

坂井市春江町寄安１２字古屋敷３３番から
坂井市春江町境為１字草外田２１番まで

令和８年
３月２４日

　──────────────────────────────────────
福井県告示第１４７号

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定により、嶺北北部都市
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○県指定高潮浸水想定区域

沿岸名 区域
関係図面が閲覧できる場所

浸水区域・浸水深 浸水継続時間
県庁 土木事務所

加越沿岸 石川県界から越前岬まで 砂防防災課 福井、三国、丹南 ○ ○

若狭湾沿岸 越前岬から京都府界まで 砂防防災課 丹南、敦賀、小浜 ○ ○

　──────────────────────────────────────
福井県告示第１４９号

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法
第１８条第１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項の規定に
おいて準用する同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案
を公衆の縦覧に供する。
　なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに福井県知事に意見書を提出
することができる。
　　令和８年３月２４日

福井県知事　石田　嵩人
１　都市計画の種類
　　福井都市計画市街化区域と市街化調整区域との区分
２　都市計画を定める土地の区域
　　追加する部分
　　　福井市稲津町、荒木新保町の各一部
３　都市計画の案の縦覧場所

⑴　福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県土木部都市計画課
⑵　福井市大手３丁目１０番１号
　　福井市都市政策部都市計画課
⑶　永平寺町松岡春日１丁目４番地
　　永平寺町えい住支援課
⑷　福井県土木部都市計画課ホームページ

４　縦覧期間
　　自　令和８年３月２４日
　　至　令和８年４月７日
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福井県訓令第３号 

福井県教育委員会訓令第１号

福井県警察本部訓令第１２号 

庁中一般 

警察本部 

福井県公益認定等委員会庶務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和８年３月２４日 

福井県知事 石田 嵩人 

福井県教育委員会 

福井県警察本部長 増田 美希子 

福井県公益認定等委員会庶務規程の一部を改正する訓令 

福井県公益認定等委員会庶務規程（平成２１年福井県訓令第１６号・福井県教育委員会訓令第１１号・福井県警察本部訓令第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（庶務の分掌） 

第２条 委員会の庶務を処理する者は、次の各号に掲げる庶務の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める者とする。 

⑴ 次に掲げる庶務 公益法人等（公益社団法人および公益財団法人ならびに

一般社団法人および一般財団法人をいう。）または公益信託（公益信託に関

する法律（令和６年法律第３０号。以下「公益信託法」という。）第２条第

１項第１号に規定する公益信託をいう。）を所管する所属（福井県行政組織

規則（昭和３９年福井県規則第２１号）第８条第１項の表右欄に掲げる課お

よび室、福井県教育委員会行政組織規則（昭和４６年福井県教育委員会規則

第５号）第７条第１項に規定する課および同規則第１３条第１項に規定する

嶺南教育事務所ならびに福井県警察の組織等に関する規則（昭和３５年福井

県公安委員会規則第１０号）第２条に規定する課、隊および所をいう。）の

長 

ア・イ （略）

ウ 公益信託法第４２条第２項の規定により読み替えられた同法第２８条第

１項の規定による報告の徴収、立入検査および関係者に対する質問 

⑵ （略）

（庶務の分掌） 

第２条 委員会の庶務を処理する者は、次の各号に掲げる庶務の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める者とする。 

⑴ 次に掲げる庶務 公益法人等（公益社団法人および公益財団法人ならびに

一般社団法人および一般財団法人をいう。）を所管する所属（福井県行政組

織規則（昭和３９年福井県規則第２１号）第８条第１項の表下欄に掲げる課

および室、福井県教育委員会行政組織規則（昭和４６年福井県教育委員会規

則第５号）第７条第１項に規定する課および同規則第１３条第１項に規定す

る嶺南教育事務所ならびに福井県警察の組織等に関する規則（昭和３５年福

井県公安委員会規則第１０号）第２条に規定する課、隊および所をいう。）

の長

ア・イ （略）

⑵ （略）

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

訓　　　　　令
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３　作業の期間
　　令和７年９月１８日から令和８年２月２７日まで
４　作業の地域
　　吉野瀬川ダム、越前市広瀬町
　──────────────────────────────────────
　測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第２項の
規定により、令和８年３月２日に敦賀市より公共測量の終了についての通知があったので
同法第３９条において準用する同法第１４条第３項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年３月２４日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　測量計画機関の名称
　　敦賀市
２　作業の種類
　　公共測量（空中写真測量および写真地図作成）
３　作業の期間
　　令和７年１０月３０日から令和８年２月２５日まで
４　作業の地域
　　敦賀市全域
　──────────────────────────────────────
　地方自治法第２４４条の２第３項および福井県営住宅条例第４６条の規定により公の施
設の指定管理者を指定したので、同条例第４７条第１項の規定により、次のとおり公示す
る。
　　令和８年３月２４日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　指定管理者に管理を行わせる施設の名称

福井県営住宅町屋団地およびその共同施設

福井県営住宅上野団地およびその共同施設

福井県営住宅大安寺団地およびその共同施設

福井県営住宅霞ヶ丘団地およびその共同施設

２　指定管理者となる団体の所在地および名称
　　福井市下馬３丁目５１１番地
　　アイリス・辻広組グループ
３　指定の期間
　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

公　　　　　告
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第
８２号以下「規則」という。）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年３月２４日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　落札に係る特定役務の名称および数量

福井県庁舎、福井県議会議事堂および福井県警察本部庁舎（以下「福井県庁舎等」と
いう。）で使用する電気

　　６，４７９，０００ｋＷｈ（高圧受電、契約電力１，７００ｋＷ）
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県総務部財産活用課
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
３　落札者を決定した日
　　令和８年２月２６日
４　落札者の名称および住所
　　北陸電力株式会社福井支店
　　福井県福井市日之出１丁目４番１号
５　落札金額
　　１４５，４９１，０７３円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和８年１月６日　
　──────────────────────────────────────
　測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第２項の
規定により、令和８年３月３日に吉野瀬川ダム建設事務所より公共測量の終了についての
通知があったので、同法第３９条において準用する同法第１４条第３項の規定により、次
のとおり公示する。
　　令和８年３月２４日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　測量計画機関の名称
　　吉野瀬川ダム建設事務所
２　作業の種類
　　公共レーザー測量（地図情報レベル１０００）
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福井県教育委員会教育長訓令第１号 

庁中一般 

各出先機関 

各教育機関 

許認可事務の処理日数に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 令和８年３月２４日 

     福井県教育委員会 教育長 藤丸 伸和 

許認可事務の処理日数に関する規程の一部を改正する訓令 

許認可事務の処理日数に関する規程（平成３年福井県教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

別表（第２条関係） 

許認可事務名 根拠法令等 
処理区分 

処理日数 摘要 
受付機関 処理機関 交付機関 

行政財産の使

用許可 

（略） （略） （略） （略） （略）  

技能教育施設

の指定 

（略） （略） （略） （略） （略）  

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）   

別表（第２条関係） 

許認可事務名 根拠法令等 
処理区分 

処理日数 摘要 
受付機関 処理機関 交付機関 

行政財産の使

用許可 

 

（略） （略） （略） （略） （略）  

公益信託の引

受けの許可 

公益信託ニ

関スル法律

第２条 

 

教育政策

課 

教育政策

課 

教育政策

課 

３０日  

公益信託の変

更（併合・分

割）の許可 

公益信託ニ

関スル法律

第６条 

 

教育政策

課 

教育政策

課 

教育政策

課 

３０日  

技能教育施設

の指定 

（略） （略） （略） （略） （略）  

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 
   

   附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

教育委員会教育長訓令
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